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 ・  

25年の障害者雇用 の 正により、雇用の場に

おける障害者差別の 、合理的配慮の が 務付けら

れた。また、 定雇用率の 定 となる「障害者」の

に精神障害者が されることとなり、これに い、

定雇用率が引き上 られた。 

これらの障害者雇用 の 正が、 業においてどのよ

うに され、障害者雇用に関する行 にどのような

を しつつあるかを し、 業の ・行 の を

見ることで、障害者雇用に関する有 な 業支援の り方

を ることを 的とした。 

 

  

調査、 リン 調査、 調査の つの調査を

行った。 

調査は、 28年11 に、 業員30人 上 の

業1,000社を に実 した。 調査は に、その の

リン 調査 び 調査に向けた の り みの

ために行った。 率は44.4％であった。 

リン 調査は、 29年１ から 30年 にか

けて、20社に し２ つ実 した。 に、これまでの障

害者雇用の取 、 の 見 しへの 方 などを

するために行った。 

調査は 30年２ から にかけて、全 の

業10,000社を に実 した。 内容は、 に、障害者

雇用の方 、 正事 についての ・ 知・ の状

況、雇用管理に関する本社と事業 の 割分 、などで

あった。 率は17.7％であった。 

なお、ここでは 業の「 」とは、障害者雇用に

的に取り 必要性や、 べき 置について、障害者雇

用の 者が を有しているか、労働者が知らされてい

るかにより えることとし、「行 」については、その

を社内に る行 と障害者雇用に関して、 体的に取

られている から えることとした。 

 

３  

正に関 した 業の について、 定雇用率見

し の障害者雇用方 については「見 しを た の

う からさらに障害者雇用を める方 」とした 業の割

合は1,000人 上 で最も高く、 業 が大きいほど

的に雇用を める方 であることが示された。 

さらに「見 しがあることを まで知らなかった」とい

う 業の割合は、300人 満の 業 で１割を超えてお

り、 が さい 業は 定雇用率の見 しの 知 が低

い傾向が見られた。 

また障害者雇用の方 については、 業 が大きくな

るほど方 のある割合が高かった。 

リン 調査の中では、 業の中 計 に人事 の

一つとして障害者雇用を 置付けている例や、 年、社

で自社の障害者雇用の状況を全社員に えるとともに、

理解を求める通知を している例などがあった。 

正事 の 知 では、最も 知されていたのは雇用

率の引上 で、 業の関 の高さが える。 に 知 が

最も低かったのは合理的配慮 務についてであった。 

正事 の 知状況を 業 別に見てみると（表）、

全体的に が さいほど 知 が低くなっている。特に、

合理的配慮 務については、100人 満 の 業で

割を っており、 の さい 業にも るような

知を ることが求められる。 

正を まえた については、障害者差別 と合

理的配慮 務の 方とも、 業 が大きくなるほど、

らかの を行っている 業が多くなっている。 

正について していながら、特に を行ってい

ない 業も一定数あった。 を行っていない 業の中に

は必要性が理解でき に を行 ないままであるという

ケー もあると えられる。 

 

 

企
項

40 49 50 99 100 299 300 999 1000 計

504 645 713 865 946 697

的 296 371 506 677 862 489

の法 395 576 854 900 991 680

法 532 776 934 980 982 791

 事 の 状況（ 業 別）

－158－



リン の中では、特例子 社の知的障害の社員に

職金 を した例や、管理職を に障害者雇用の研

を実 した例などがあった。 

体的な内容について、 業の と行 とのつながり

について、 社として障害者雇用方 を っているか、

業の が障害者雇用に しているかどうかと、障害

者を雇用しているかどうかの関 を見てみた。100人 満

の 業では、社としての雇用方 がある 業や

が している 業ほど障害者を雇用している傾向があっ

た。一方、100人 上 の 業では、雇用方 や

の の有 にかか ら 、ほと どの 業が障害者を雇

用していた。 

これまでに利用した支援機関の利用状況について見てみ

ると、 の大きい 業ほど利用率が高かった。また、

にかか ら ー ー の利用率が最も高かった。 

また、支援機関に求める支援について18 を示し、当

てはまるかどうか 、障害者を雇用している 業と雇用

していない 業で比較した。 方の 業で 通して高いの

は、「合理的配慮について知りたい」「差別 について

知りたい」「どのように仕事を り ばよいか知りたい」

の であった。このほか障害者を雇用している 業で

は 「障害種類・障害特性、配慮事 について知りたい」

が ２ 、雇用していない 業では「 用 に障害者と

なった社員が発 した時に したい」が １ であった。 

 

４ 考察 業支援の り に いて  

(1) 業に する の と支援 

障害者差別 定 び合理的配慮 務 定の 知

は、い れも 業 が さくなるほど 知 が低いと

いう結果であった。このことは、数の上で多くを占める中

業において、障害者雇用の の れや、職場定

にも を す 能性があるとも える。 

中 業については、 業の ・ ン を

に 的にセミ ー等を し、 ある 場に

知し、理解を すことが大 となる。 

また、就労支援機関の利用については、 業 が さ

くなるほど利用が ないという結果が ており、支援機関

の を有 に 用できるようにするためにも、

ー ー を め の就労支援機関が一体的支援体 を

し、気 に ができる を用 するなど、きめ

かに することが求められる。 

(2) 業が障害者 用に しやすくするための機 く

りと 別 支援 

業の場合、 業としての方 があることや 業

の によって障害者雇用に差が た結果が示され

たことから、 ・ ン に して、セミ ーへ

の 加要 や 別 により、 別の状況に合 た

・支援を実 することで、 業の実 に合 た障害者

雇用が実 できるのではないかと れる。 

(3) 業のニー を た の 動・支援 

リン の中では、支援機関の利用に関して「様 な

支援機関があるが、どのように利用すればよいか かりに

くい」という 見や、「 体的にどうすれば障害者雇用が

実 できるか してほしい」などの が かれた。 

さま まな 報手段がある中、 業の障害者雇用 当者

に 報が くよう関 機関が いに 力し合って、 かり

やすい 報 に めることが される。 

(4) 業のコン ン 行のための就労支援機関等

に る 支援 

の調査では、障害者差別 定 び合理的配慮

務 定に関する 知 が 定雇用率の見 しの 知

に比べて低いこと、これらの 定について していると

しながらも、特に を行っていない 業が 業を

中 に一定数見られた。 

これらの 定が 業において 実に実行されるためには、

行 機関を め就労支援機関が 業における合理的配慮

の取 状況の確 を行い、必要に て 体的な

を行うことにより、 を理解・ さ ていくこと

が必要と れる。 

そのためには、 労働 が した自 資料など

を 用して、雇用 セミ ーや 業 など、様 な機

を通 て、 業が行うべき取 を しつつ、

な が られるように支援することが まれる。 

( ) 業の支援機関へのニー を た支援 

支援機関に求めたい支援としては、「障害者雇用に関す

る合理的配慮について知りたい」「差別 について知り

たい」は、障害者を雇用している 業でも、雇用していな

い 業でも上 にあった。 業が に 慮している、ま

たは、不 を ているのではないかという結果になった。 

また、障害者を雇用している 業では「障害種類、障害

特性、配慮事 について知りたい」が ２ に っており、

障害理解を め、特性に合 た を めていこうとす

る傾向があるのではないか、一方、障害者を雇用していな

い 業では、「 用 障害者の 」が １ で、障害者

への に不 を えているとも見てとれる結果になった。 

業支援については、こうした結果を まえた を

る必要があると れる。 

 

【 】 

  

障害者職業総合センター研究部  

Asaka.Hidehiko@jeed.or.jp 
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障害者の職場 支援 

理 配慮の の り をめ て  

 

中 子（社 福祉 人 ン 福祉 ） 

 （ 人 ） 
 

 めに 

障害者を雇用する際、その特性に配慮した必要な 置を

ることは事業 の 務である。なかでも精神障害者は

精神疾 に く 知機能の障害および のし らさが

あるとされ、 に見えない 難さに する配慮が必要とさ

れる。本事例では、 ー ー の障害者求人を さ に

精神障害者を めて雇用し、合理的配慮 に って定

支援を行った職場の取 を 示し、精神障害者に する合

理的配慮のあり方を する。 

 

 障害者に する 理 配慮 ・事  

このたび精神障害者を とした合理的配慮 に際し、

とした配慮 および配慮事例は の通りである。 

(1) 労働 の 理 配慮 1) 

・業務 や に関し、 当者を定めること。 

・業務の や を明確にし、 示を１つ つ す、

業手 を分かりやすく示した ニュ を する等

の を行うこと。 

・ 勤時 ・休 ・休 に関し、通院・体調に配慮する

こと。 

・できる け かな場 で休 できるようにすること。 

・本人の状況を見ながら業務 等を調 すること。 

・本人の シーに配慮した上で、 の労働者に し、

障害の内容や必要な配慮等を 明すること。 

(2) 内 の 理 配慮 事 2) 

・通院・受診の にならない勤務体 を ようにし、

や を得ない場合は、通院、受診のために休めるように

した。 

・休 時間の配分を調 し１時間おきに休 できるように

した。 

・本人の を まえて、障害の内容や必要な配慮などに

ついて職場で 明を行った。 

・ 業手 などを示した業務 ニュ について、分かり

やすい内容となるよう して した。また、 明や

示は 体的に行うように職場 タ に 知した。 

・関 ケ 資 を取得した者を 員とし、 でいるこ

とを できる機 を けた。 

 

３  事  

Ａ は40 の 性で、診断 は 障害、精神障害者

保健福祉手帳 を している。Ａ は過 に障害者求

人で高 者 の 員として 日就労したが、

業 ー が職場の要求 に達 職していた。その

、就労継続支援Ａ型事業 に 日通 し状態を え、

知人の により、高 者 の 員として当

日の で雇用された。障害特性として、 定 の

事に ー を され 業に 気がさしてしまう、 人の

が気になり シ ーを やすい、 業は一つ一つ

に行おうとすることがＡ への き取りから られ

た。 

 

４  配慮  

(1) 就業時間と障害  

部 のリー ー 職員がＡ と し、 職 の配

慮事 について取り決めた。就業時間は 日、１日6.25

時間とし、Ａ の で障害特性について 部 の職員

全員に知ってもらいたいとのことで、Ａ との関りでは

示を一つ一つ明確に え、 業を かさないような を

することが確 された。 

(2) 業務内容と の  

職員がＡ の 当となり、一人で業務をこな るまで

ン ー ンで き、 勤 に業務の り りの時間を

けることにした。また、Ａ については ー ーション勤

務から し、 同 業務を同 で行えるようにした。

手 書は し、 業中でも見やすいように した。

の 中に の利用者が ってくるような、Ａ

にとって予 事態が発 したとき、どのように し

てよいか い、 部 の職員から されたことが

見受けられ、その 職員が した。Ａ が「

が近くて 配」と えたときは、 ー を置く 置に

すれば気に を 用してよいことを えた。

業が 中であっても 勤時間が たら 業を えたとこ

までを報告して 業とし、時間に れる シ ー

を えないようにした。 

(3) 状への と配置  

職から 、Ａ は「 がする」「気分が悪

い」等を理由に、職場に を れ、 発的な 勤が

つようになった。Ａ と人事の と し合い、 ２

日の 約に し、 勤した場合は 勤 日でない 日に

り えて 勤できるようにし、 ２日の 勤率を す

ることで定 を った。しかし、病気を理由に２ 間の

もあり 勤の はなくなった。 職 １年半が 過し

がＡ と び を行った。Ａ は、 勤時に

が の をなす が であると えたため、
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勤時間を45分 上 るなど したが、 ２日の 勤はで

きなかった。 

職２年 、Ａ と が を行った時、Ａ は

部 の への異 を した。１日の勤務は業務の

合で6.75時間と くなったが、Ａ は し に異

した。しばらくすると「 勤してから の を

つ時間が 」とのＡ えにより、 勤に合 て

を増 したが 勤率は上がらなかった。 

職４年 、 の異 があり の が 当と

なってからもＡ の状態は ら 、 から 約を

しないとＡ に えたとこ 、Ａ は 約の を求め、

最 の２か を 勤率100％で 勤したが、職場の 約

をしないという方 は ら Ａ は 約満 で 職し

た。 

 を 勤率（ ：％）、 を 職年数（ ：

年）としたＡ の 勤率の は の通りである。 

図 の 勤 の 移 

 

５  考察 

(1) 理 配慮 と への配慮 

に された配慮とＡ に した配慮は の通

りである。 

 の職 への必要な配慮などの  

職 にＡ と し、Ａ の障害特性について職員に

知していたため、Ａ のために した ニュ を

し 用してもらう、 ー ーション業務からＡ を

す、 日から勤務を する等、 の職員から理解が得

られやすかった。必要な配慮事 の 明を事 に行ったこ

とは、 の職員と異なる 態で業務を する精神障害者

への理解の として有 であったと えられる。 

 者の 化 

職員を 当として ン ー ンでＡ に業務を えた。

当を一本 したことによって、 職員から 示が１つ

つ されるなど、Ａ が業務を行ううえで につなが

り、Ａ が を 中、利用者が ってくる等の 発

的な事態にも できたので、合理的配慮として 当で

あったと えられる。 

 勤・ 勤時 の調整 

Ａ が の が気になるため 勤時 を り上 るこ

とを合理的配慮として実 したが、Ａ の 勤率が上がる

ことはなかった。同様に、 勤時の の本数を増やして

も 勤率は上 しなかった。Ａ は 勤することの 難さ

を の時 を理由として、 の時 を めることに

よって 勤率の上 を ったと えられるが、実際は

の時 は関 なく、職場に行かれない の理由がＡ に

あったと えられる。 勤時 の を し合った時 で、

Ａ の 勤は っており、合理的配慮を する に

職場に られなくなっていることについて、精神 の

視 から を ることが ましかったと えられる。 

 上の ・事例に く配慮は、Ａ の業務 行には

有 であったと えられるが、 勤率が低 した状況での

配慮は職場定 に有 とならないことが示唆された。 

(2) 障害者に する 理 配慮の り  

高 者 はＡ が めての精神障害者雇用で

あったことから、Ａ の 勤率が低 した時 で、合理的

配慮を することがＡ の 勤率を上 する手段として

取られていたと えられる。合理的配慮 は 勤が っ

てしまっている段 で実 されることは 定されておら 、

勤が った時に 機関への を し、 を求め

ることが必要であったと えられる。 

そして、Ａ は 約 がないと知ってから、最 の２

か 間の 勤率が100％に達した。このことは、Ａ が精

神疾 えに 勤できなくなっていたのではなく、 し 、

Ａ にとって職場が して働ける場になっていなかった

能性がある。精神障害者への合理的配慮 には 的

な表 で「 場 くり」に関することは 場しないが、

勤率の 、つまり職場定 を るには、働く 間との

かけがえのない場 と られるような 理的なつなが

りが必要なのではない うか。Ａ との関 りから得ら

れたこととして、業務 行への配慮のみなら 、 行して

理的なつながりも する必要があると れた。 

 

  おわりに 

 一事例から えることに はあるが、「配慮」という

の が精神障害者を 的にしてしまうことがある

能性があることに し、精神障害者の定 支援について

も してきたい。 
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が 働 る の仕 み りを して  

務 や 業 職種で発 、 ・ 間で をする事 発  

 

 （ 社 発部 部 ） 

 理  （ 社 事業 ー  理） 
 

 薬 り仕事を い  

者が を取っていた時の 者様の一 である。 

リ リー・ リ ン 力は、薬のみでは ら 、社

してこそ、 るものである。 

者となって の 務を果たしたいという気 は

人が 合 ているものであり、 業は が実 でき

る場 である。 一人でも多くの障がい者の方が自

の１ を み るように当たり の仕事を り すの

も 業の 務である。 

当社は、 社 の 1,000 の 用に合

、 から10 の障がい当事者の社員が 社をする。

年 ・ も多様で 種公務員の管理職 者が の病を

発症し手帳を取得して 社をする事例も 増。 関 の

業務で発病をし、 社をされる障がい当事者の方、

・ の社員も加 る中、多様 する障がいに する

合理的配慮を実 するためにも、管理職研 には、力を

れる。 ・ の社員については、 社時、明ら

かになっていれば いの が、 社 ミン した

場合は、それに合 た合理的配慮も必要となってくる。

当社の中には、 社 ミン した社員もいるので、

服 ・ ー・ の は、 に 社とも 力

をして した。服 やお については、いきなり明日

から という けではなく、 に をつけていき、

やかに、性を えていくという を取り、 も ー

ズに理解・受け れることができた。知的障がいの社員に

は、いきなり しても、 には理解ができない場合があ

るので、時間をかけて すことにより、 ン ーシ な

間が まれた。 では勤 も 定し、 社の 力として

き きと をされている。 

障がい当事者が管理職である部 が多く、人の みが分

かること、薬の 用が分かること、症状表 の を

していることなどを とし、14 の で

をしている。これは幅 く 用できる で、 社で

病を発症した社員を２ 間特例子 社で受け れ、障がい

当事者社員に、 を してもらうリ ー にも、

を している。 ョ コー （ 職場 援

者）で している ー に、障がい当事者

の社員が数 加 ることで、 数の が見られる。

される方の 理的 を慮り、 者も、 でも か

に解決してもらおうではなく、 か ったことがあった時、

ま は自分で解決 を えて実行しようという気 が社内

で高まった。 

自 力が してきたと える。自 力が高まるとリ

リーにも がかかるため、就労は障がいを するこ

とが体 できる。 ン ー ン も行い、

的に く 力としても りのコン ー を 的に行

うことで薬が ってきたという社員もいる。 

自 ・自 が 業では求められるため、一人の時間を自

自 に過 さない様にお いに気を付ける、 報 有を

することにより、 ・ ー に勤しみ、働き方 に

もつながる。障がいのある社員は、働く気力と体力があれ

ば、 まで働いて いという社 もあり、障がい・

を に、社員は通勤をしている。 

用で、 中きつくとも、 社することで症状

が される場合も多いので、 を 用して

いる。一日、 にこもり としているよりは 

社に 勤し、 務を果たすことにより、 きる を

取り すことが多い。働くことは きることにもつながる

ので、日 の を にも、自 者を さないためにも、

日本中・ 中の 業・ 体が雇用を続けること・・・こ

れこそが職業リ リ ーションの の 子であると

える。 

 

 の に いて 

当社の大きな が社員の定 である。2015年から

2019年 までに 社した障害者社員は165 。その中で

職したのが44 である。 職率は26％である。 

職した要 は様 であるが、業務 に本人がつい

ていけていないケー が つようになってきた。ここ数

年で社内の業務が高 している。しかし、その業務に

できる社員の が でいないのが 状 。社員の定

のためにも４つの取り みを することとした。 
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(1) ンケ （ ・職場 回） 

2018年より ンケ の ー を した。特に

・ リ において、 を する部 を り

用 きを行っている。上がってきた要 ・ り となどは

リ 当者・ 者・ 社で 有し、必要に た

を に行えるようにしている。 

(2) （ ー ） 

ー は、上 に し らい み・ り

とを できる である。2016年、2017年の 数

は比較的多かった。2018年に 数が する。2018年

に大きな があ

り、 ンケ での

ー を重 的に行う

ようになった。 が

きたらま は上 に

するよう、社員に

働きかけた。 

2019年 になって、

当 の 知を した。 ン に ー

を 置し、 セー を 当者に れるよう

にした。社員が ン 上から気 に できるよ

うになったため、 からの 数が 上向いていっ

た。 は 者、上 、 社がそれぞれ 調しながら、

社員の り とを解決していけるようにする。 

(3) （ ） 

社した社員の ー として、 を実 して

いる。 社１か 、 か 、６か の計 を最低

でも実 する。必要に て、 をできる体 と

なっている。 の結果・

は社員 として保

管する。社員 は 員

と上 に している。内

容の については社員に

をとってから行う。

の際に くこととして、

通院している 機関 、 、支援機関 、 当者

、障害 、病 、 、上 ・同 にしっておいて

しいこと、 の み、 やりたいこと、などである。 

(4) （管理者 ） 

2019年 より管理者向け研 を ター さ た。６か

間を１ ー として実 。 半は ンタ の管理

を中 とした内容。 半は ン を中 とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研 者は、 業 者 上の 職者となる。社全体

で52 が となっている。う 31 は障害を った管理

者である。 に１ １時間ではあるが研 を必 受 する。

研 は必要に て、 別に管理者の に り、

必要な ー の や ー ショ を実 する。 

研 を行う部 は、2019年１ に した。部 者

を め、部員の多くは障害当事者である。この部 は「社

員の定 率を上 ること」をミ ションとしている。 

 

当社では様 な ・障害を った社員が続 社して

いる。人数が多くなればそれ け も多くなる。社員が

いかに に き きと働

けるかが、職場定 の と

なる。そのためには社員が

・利用できる ン

は多い方がよい。社とし

てできる取り みを し、

結果を しなくてはいけ

ない。ま 当社の取り み

は まったばかりである。 

 

 

【 】 

  

社 

 0467 47 5944  0467 44 6117 

 o . o. p 

図 職場 を支 る４ の り み 

年度 相談件数

2016年 39

2017年 47

2018年 15

2019年（8/1まで） 9

計 110

 ー

年度 作成数

2015年 28

2016年 16

2017年 28

2018年 42

2019年（8/1まで） 30

 作 数 

実施月 内容

7月 認知行動療法

8月 WRAP

9月 メンタルヘルスマネジメント・セルフケア

10月 一般的なマネジメント

11月 特例項会社のマネジメント

12月 富士ソフト企画でのマネジメント

３ ー  
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障害の る 職者の 調 （ 間 ）に いて 

 

 一（障害者職業総合センター 研究員） 

 （障害者職業総合センター） 
 

  

本調査は、公 職業 定 （ 「 ー ー 」とい

う。）に 求職 みを行った障害のある求職者の実態

について正確に することを 的として 30年 に実

した。 

 

  

本調査は、 ー ー に 求職 みを行った障害

のある求職者について、 ー ー 当者が職業 等

において した事例 報（ 人 報を く。）を

1)の２ に分けて 2)の調査 から する調査

に 力することにより実 し、47 の

ー ー 419 から障害のある求職者4,962人分の調査

データを 集して集計した。 

(1) 調 時  

 職者の状況調 （ 回調 ） 

30年６ に 求職 みを行った障害のある求職

者の同 時 の状況について 定の調査 を した。 

 回調 職者の就職状況調 （ 回調 ） 

30年12 までに した １ 調査求職者の就職

状況について 定の調査 を した。 

(2) 調  

１ 調査では 本 報（27 ）、 職の状況

（22 ）、 する労働 等（19 ）、 ２ 調

査では 就職状況（25 ）の調査 と 肢を

定して調査した。 

 

３  

本発表では、全調査 （93 ）のう 、障害状況、

支援機関の利用状況、職場で必要としている配慮、就職状

況等について報告する。 

(1) 障害状況 

求職者の障害状況を身体障害、知的障害、精神障害、発

達障害およびその の障害で 分すると表のとおり。 

 

 職者の障害別状況 

障害別 
重複計上 

 年 差  

重複なし 

実 数) 

身体障害 

知的障害 

精神障害 

発達障害 

その の障害 

29.0  50.2 13.46  

13.1  29.0 12.41  

47.4  39.7 11.18  

12.9  30.1  9.13  

 4.0  43.8 13.01  

27.4  

11.4  

42.4  

 9.1  

 3.2  

重複障害 上 障害の重複) 6.4  

身体障害ありでは、肢体不自由が48.0％と最も多く、次

いで内部障害が33.3％、聴覚障害が11.0％、視覚障害が

7.8％、不明が1.7％となっている。 

精神障害ありでは、気分障害が51.2％と最も多く、次い

で統合失調症が26.6％、て か が6.3％、高次脳機能障

害が2.4％、その の精神疾 が11.2％、不明が5.1％と

なっている。 

 発達障害ありでは、自 症・ ー症 ・

性発達障害（ＡＳＤ）が68.6％と最も多く、次いで

多 性障害（ＡＤＨＤ）が26.7％、 障害が1.6％、そ

の の発達障害が1.9％、不明が8.6 となっている。 

その の障害ありでは難病が83.5％と多数を占めている。 

重複障害では、精神障害 発達障害が47.9％と最も多い。 

障害者手帳の有 については １のとおり。 

図  障害者 の 【複数回答】 

 

(2) 支援機関の利用状況（ を く） 

１ 調査時 で利用している支援機関ありの割合は

２のとおり。 

図  利用している支援機関 りの  

 

(3) 職場で必要としている配慮（ を く） 

 就職 において職場で必要としている配慮の なもの

を障害種類別に見ると および ４のとおり。 

(4) 就職状況（ を く） 

30年12 までに就職を確 したのは全体の36.6％

であった。 

就職者の 用 （就職 の を受けた 体）は、

ー ー が91.5％と圧倒的多数を占めている。 

就職を決めた理由の なものは のとおり。 

 

41.5%
28.8%

12.9%
17.4%

0% 50% 100%

精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

手帳等

障害者手帳なし

40.4%
19.3%

64.5%
44.9%

59.8%
23.5%

0% 50% 100%

全体

身体障害あり

知的障害あり

精神障害あり

発達障害あり

その の障害あり
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図３ 身体障害種類別の必要としている配慮【複数回答】 

 

 
図４ 障害種類別（身体障害以外）の必要としている配慮 

【複数回答】 

 

図５ 就職を決めた理由【複数回答】 

 

４ 考察 

(1) 障害状況 

 精神障害の疾病別では、精神障害のある求職者が近年大

幅に増加している中にあって、2012年報告１）（気分障害

34.1％）と比較して、気分障害が過半数（51.2％）を占め

明らかに増加している。 

 重複障害では精神障害と発達障害の重複が約半数を占め、

発達障害ありではおよそ４人に１人（24.2％）が精神障害

を重複している。 

 精神障害または発達障害のある求職者は全体の57.2％を

占めるが、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

は求職者全体の41.5％であり、該当障害者手帳の取得率は、

身体障害（99.0％）や知的障害（98.5％）と比較して、精

神障害で71.6％、発達障害で77.7％と低くなっている。 

(2) 支援機関の利用状況 

 利用している支援機関ありの割合は、知的障害が６割を

超える一方で身体障害は２割に満たないなど、障害により

利用状況が異なる傾向がうかがえる。障害別に利用ありが

半数を超えるのは、知的障害（64.5％）、発達障害

（59.8％）のほか、精神障害の疾病別では高次脳機能障害

（57.1％）、統合失調症（56.2％）となっている。 

(3) 職場で必要としている配慮 

 職場で必要としている配慮は、障害別に必要とする配慮

が異なる傾向が見られ、当然ではあるが障害特性を反映す

ることが示唆されている。 

 例えば、身体障害では、内部障害は「通院時間の確保、

服薬管理など雇用管理上の配慮」（48.8％）、聴覚障害は

「職場でのコミュニケーションを容易にする手段や支援者

の配置」（49.2％）、視覚障害は「能力が発揮できる仕事

への配置」（44.6％）がそれぞれ最も多くなるなど、障害

種類による差異が見られる。 

 精神障害全体では「調子の悪いときに休みをとりやすく

する」（52.7％）や「通院時間の確保、服薬管理など雇用

管理上の配慮」（35.9％）が多く、疾病別で見ても気分障

害、統合失調症とも同様の傾向にある。発達障害全体では

「能力が発揮できる仕事への配置」（45.7％）、「職場で

のコミュニケーションを容易にする手段や支援者の配置」

（39.7％）が多く、診断別で見てもＡＳＤ、ＡＤＨＤとも同

様の傾向にある。 

(4) 就職状況 

 就職を決めた理由では、「職種・仕事の内容」（71.5％）

が圧倒的に多く、就職を決める際に重視するのはやはり仕

事の内容であることが多いといえる。 

 

５ おわりに 

本調査結果については、引き続きデータ分析を行い、す

べての集計およびデータ分析の結果を令和２年に調査研究

報告書により公表する予定である。 
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能力が発揮できる

仕事への配置

通院時間の確保、

服薬管理など

短時間勤務など

労働時間の配慮

職場でのコミュニケー

ションを容易にする

業務内容の簡略化

などの配慮

業務遂行の支援や

助言する者等の配置

知的

障害

気分

障害

統合

失調症

ASD

ADHD

難病

視覚44.6%

視覚24.1%

視覚15.7%

視覚21.7%

聴覚31.4%

聴覚49.2%

肢体23.9%

肢体37.0%

肢体20.1%

内部44.2%

内部48.8%
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調子の悪いときに

休みをとりやすくする

能力が発揮できる

仕事への配置

通院時間の確保、

服薬管理など

短時間勤務など

労働時間の配慮

職場でのコミュニケー

ションを容易にする

作業を容易にする

設備・機器の整備

移動のための配慮

視覚

障害

聴覚

障害

肢体

不自由

内部

障害

71.5%
30.7%
26.6%
25.7%
23.0%

16.0%
12.7%

6.9%

0% 50% 100%

職種・仕事の内容
障害への理解・配慮

就労継続支援Ａ型である
労働時間

通勤時間・通勤手段
勤務日数

賃金
正社員である
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